
令和2年度公共事業評価意見書に対する対応方針・対応状況

所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

県土整備部 道路事業 （主）韮崎南アル
プス富士川線（小
笠原橋）

南アルプス市

事前評価（４件）

　この事業は、南アルプス市小笠原において、一級河川滝沢川を渡河する小笠原橋を架け替えるも
のである。
　昭和29年に架設された小笠原橋は老朽化が著しく、現行耐震基準を満たしていない上、河川の通
水断面を大きく阻害していることから、早期架替えが望まれている。また、小笠原橋北詰交差点に
おいては、県道が３路線交差しているため、交通が集中し、朝夕を中心に著しい渋滞が発生してい
る。
　本事業により、現行の耐震基準を満たした橋梁となり、災害に強い道路が確保されるとともに、
右折レーンの設置や歩道の整備により、渋滞の改善や歩行者の安全性の確保が期待されることか
ら、事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（道路整備課）

県土整備部 道路事業 （一）青木ヶ原船
津線（（仮称）足
和田トンネル）

富士河口湖町 　この事業は、（一）青木ヶ原船津線の富士河口湖町長浜～勝山において、災害に強い道路の確保
を目的に、トンネルによるバイパス整備を行うものである。
　当該区間は、屈曲が多い湖畔道路であり、カーブが連続し、線形が悪く、落石の危険箇所も多い
ことが課題である。
　本事業により、防災上の危険箇所を回避する安全な道路を整備し、富士河口湖町市街地と河口湖
西岸を結ぶ円滑な交通が確保されること、また、生活道路・観光道路・避難路として重要な役割を
担うことが期待されることから、事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（道路整備課）

農政部 畑地帯総合整備
事業

山梨西部第二 山梨市 　この事業は、山梨市西部のぶどうやももを基幹作物としている地域において、農作業の効率化や
農作物の品質の改善を図るとともに、農地の集積・集約化による果樹産地の強化を目的とし、区画
整理、農道、用排水路・鳥獣害防止施設などの農業生産基盤を総合的に整備するものである。
　現在は、区画が狭小で不整形であり、農道も幅員が狭いことから効率的な作業に支障があるだけ
でなく、排水条件が悪い箇所では湿害が発生するなど、果樹産地における営農の持続的発展に向け
て早急な整備が望まれている。
　本事業により、農作業の効率化や農作物の品質の改善を図るとともに、農地の集積・集約化によ
る果樹産地の強化が期待されることから、事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（耕地課）

県土整備部 道路事業 国道140号（（仮
称）桜井ICアクセ
ス）

甲府市 　この事業は、甲府市桜井町において、交通の円滑化のために、西関東連絡道路と新山梨環状道
路・北部区間を接続する道路を整備するものである。
　現在、新山梨環状道路・北部区間（（仮称）広瀬ＩＣ～（仮称）桜井ＩＣ）が国により整備中で
あり、当該地区に（仮称）桜井ＩＣが計画されている。当該地区周辺では、国道１４０号（向町バ
イパス）において、慢性的に渋滞が発生しているとともに、西関東連絡道路では、大蔵経寺山トン
ネル内に及ぶ渋滞が発生している。
　本事業により、西関東連絡道路と新山梨環状道路を往来する車両が、一般道を経由することなく
通行可能となり、自動車専用道路のネットワークが強化されるとともに、本地区の渋滞の解消も期
待されることから、事業の必要性は高く、実施が妥当である。

（道路整備課）
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区分 所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見書の内容 対応方針・対応状況

　この事業は、（主）茅野北杜韮崎線において、近接する穴山バイパス、青坂バイパスに続き、残る未改
良区間を整備するものである。
　今回の見直し案は、用地補償交渉に時間を要したことによる事業期間の延伸である。
　現在、９割以上の用地が取得済みであること、また、本事業の完了により、交通の安全が確保される
上、北杜市と韮崎市間のアクセスの大幅な向上が期待されることから、見直し案により事業を継続するこ
とが妥当である。
事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和８年度の完成に努められたい。

（道路整備課）
見直し案のとおり令和8年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

（都市計画課）
見直し案のとおり令和7年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

工期の変
更を行っ
た上で継
続するこ
とが妥当
と判断し
た事業

県土整備部 道路事業 主）茅野北杜韮
崎線（新府バイ
パス）

韮崎市

再評価（13件）

　この事業は、富士北麓流域下水道において、幹線管渠や処理施設を整備するものである。
　今回の見直し案は、処理区域の見直しにより計画汚水量が減少し、処理施設の規模を変更したことによ
る事業費の減額である。
　引き続き、流域の水質保全を図るため流域下水道事業を推進していく必要があることから、見直し案に
より事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、関連市町と十分連携したうえで時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和１９
年度の完成に努められたい。

事業費の
変更を
行った上
で継続す
ることが
妥当と判
断した事
業

富士北麓流域下
水道

富士吉田
市　他

街路事業

県土整備部 下水道事業

県土整備部

県土整備部 下水道事業 桂川流域下水道 富士吉田
市　他

　この事業は、桂川流域下水道において、幹線管渠や処理施設を整備するものである。
　今回の見直し案は、処理区域の見直しにより計画汚水量が減少し、処理施設の規模を変更したことによ
る事業費の減額である。
　引き続き、流域の水質保全を図るため流域下水道事業を推進していく必要があることから、見直し案に
より事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、関連市町と十分連携したうえで時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和１９
年度の完成に努められたい。

　この事業は、甲府市幸町において、市街地内の渋滞解消と歩行者・自転車の安全確保のため、２つの段
違いの交差点を集約し、十字交差点として整備するものである。
　今回の見直し案は、用地補償の完了までに時間を要したことによる、事業期間の延伸である。
　現在、８割程度の用地が取得済みであり、本年度末には９割を超える取得が見込まれていること、ま
た、本路線は重要拠点へのアクセス道路であり、当該箇所は渋滞が慢性化し、歩行者・自転車の通行に支
障をきたしていることから、市街地内の渋滞解消と安全確保のため、見直し案により事業を継続すること
が妥当である。
事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和７年度の完成に努められたい。

（下水道室）
見直し案のとおり令和19年度の完成に向けて着実
に事業を推進していく。

（下水道室）
見直し案のとおり令和20年度の完成に向けて着実
に事業を推進していく。

（都）太田町蓬
沢線ほか２路線

甲府市
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区分 所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見書の内容 対応方針・対応状況

再評価（13件）

林道細野鹿留線 都留市 　この事業は、都留市南東部の御正体山北面一帯の県有林を中心とした広大な森林の管理・経営を目的と
して、都留市の大野地区と鹿留地区を結ぶ森林基幹道の整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、急峻な地形に加え、工事の進行に伴い判明した脆弱な地質の区間につ
いて、法面保護工等を追加したことによる事業費の増額と事業期間の延伸である。
　現在、８割以上の進捗が図られていること、本事業の完了により、充実した人工林資源の有効活用が可
能となること、また、地元住民の緊急時の避難路としての役割も期待されることから、見直し案により事
業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和７年度の完成に努められたい。

（治山林道課）
見直し案のとおり令和7年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

　この事業は、（主）都留道志線の都留市上谷において、歩行者等の安全性を確保するために、歩道設置
を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、想定外の軟弱な地盤を原因とした工法変更による事業費の増額、及び
用地補償交渉に時間を要したことによる事業期間の延伸である。
　現在、９割以上の進捗が図られていること、当該区間は、道路の幅員が狭く、児童等歩行者の通行が大
変危険な状況であり、本事業の完了により、歩行者の安全性の確保が期待されることから、見直し案によ
り事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和６年度の完成に努められたい。

（道路管理課）
見直し案のとおり令和6年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

計画内容
を見直
し、工期
の変更を
行った上
で継続す
ることが
妥当

と判断し
た事業 農政部 農村災害対策整

備事業
大明見 富士吉田

市
　この事業は、富士吉田市北東部に位置する水稲栽培を主体とする農村地域において、用排水路、農道、
土砂崩落防止施設等の農地の保全、及び地域の防災を目的とした整備を総合的に行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、軟弱な地盤等を理由とした、用排水路工、農道工、土砂崩落防止施設
等の内容変更に伴う事業費の増額と事業期間の延伸である。
　現在、関係機関との協議も整い、構造物の設計も完了していること、また、本事業により整備される農
道は、市の「地域防災計画」の緊急避難路として指定され、地域防災において重要な位置付けとなってい
ることから、見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和５年度の完成に努められたい。

林政部 林道事業

道路事業 （一）甲府精進
湖線

甲府市 　この事業は、（一）甲府精進湖線の甲府市中小河原において、歩行者等の安全を確保するための歩道設
置を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、用地補償費用が増えたことによる事業費の増額と、用地補償交渉に時
間を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該工区については、地元の山城地域からの歩道設置要望が強く、本事業の完了により、歩行者の安全
性の確保が期待されることから、見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和６年度の完成に努められたい。

（耕地課）
見直し案のとおり令和5年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

県土整備部 道路事業 （主）都留道志
線

都留市

（道路管理課）
見直し案のとおり令和6年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

県土整備部 道路事業 （一）中下条甲
府線

甲府市 　この事業は、（一）中下条甲府線の甲府市宝～丸の内において、電線共同溝の整備により、防災上必要
な緊急輸送道路の通行確保や歩行者等の安全で快適な通行空間の確保を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、想定外の地下埋設物により新たな移設補償費用が発生したことによる
事業費の増額と、関係機関との調整に時間を要したことによる事業期間の延伸である。
　現在、８割以上の進捗が図られていること、本事業の完了により歩行者の通行空間の確保や都市災害の
防止が期待されることから、見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和６年度の完成に努められたい。

（道路管理課）
見直し案のとおり令和6年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

県土整備部
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区分 所管部 事業名 箇所・地区名 所在地 意見書の内容 対応方針・対応状況

再評価（13件）

（道路整備課）
見直し案のとおり令和7年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

計画内容
を見直
し、工期
の変更を
行った上
で継続す
ることが
妥当

と判断し
た事業

県土整備部 治水事業 貢川 甲斐市 　この事業は、甲斐市竜王において、洪水被害の防止を目的に流下能力向上のための河川改修整備を行う
ものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、上流左岸側の改修を追加したことによる事業費の増額と、安全確保の
ための施工方法の変更、及び想定以上の湧水が発生したことによる事業期間の延伸である。
当該地区では、豪雨による水位の上昇で浸水被害が起きており、地域住民から河川改修の要望が出されて
いること、また、本事業の完了により、洪水被害の軽減が期待されることから、見直し案により事業を継
続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和９年度の完成に努められたい。

道路事業 国道１４０号
（新山梨環状道
路・東部区間）

甲府市 　この事業は、甲府市内の慢性的な渋滞を解消することを目的とし、甲府都市圏を取り囲む環状道路の
（仮称）西下条ICから（仮称）落合西ICに至る約１．６km区間の整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、関係機関との調整や、地質調査の結果、想定以上の粘着力を持つ粘性
土であることが判明し、対策工法の追加が必要となったことによる事業費の増額と、用地補償交渉に時間
を要したことによる事業期間の延伸である。
　現在、９割程度の進捗が図られており、本事業の完了により、県内拠点間の連携強化が期待されること
から、見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和４年度の完成に努められたい。

（治水課）
見直し案のとおり令和9年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

県土整備部 道路事業 国道３００号
（中之倉）

身延町 　この事業は、身延町中之倉地内において、峡南地域と富士北麓地域間のアクセス向上を目的として、交
通の難所となっている国道３００号の道路整備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、トンネル掘削工事において、脆弱な地質が出現したことによる掘削補
助工の変更、及び大量の湧水の対策工によって生じた事業費の増額と、事業期間の延伸である。
　当該区間は、緊急輸送道路であるとともに、観光拠点の周遊ルートを形成する重要な路線であり、地域
住民も本事業の早期完成を望んでいることから、見直し案により事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和７年度の完成に努められたい。

（道路整備課）
見直し案のとおり令和4年度の完成に向けて着実に
事業を推進していく。

県土整備部 治水事業 濁川 甲府市 　この事業は、甲府市城東から相生において、洪水被害の防止を目的として、河道改修・バイパス水路整
備を行うものである。
　今回の見直し案の主たる内容は、物件補償費の増加による事業費の増額と、河川改修区間における筆界
未定地の解消に時間を要したことによる事業期間の延伸である。
　当該地区では洪水被害が度々発生していること、現在、甲府市との協調により筆界未定地の解消に目処
が立ったことから、見直し案により、事業を継続することが妥当である。
　事業実施にあたっては、時間管理を徹底し、見直し案のとおり令和１１年度の完成に努められたい。

（治水課）
見直し案のとおり令和11年度の完成に向けて着実
に事業を推進していく。

県土整備部
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所管部 事業名 地区・路線名 所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

農政部

事後評価（4件）

林政部 林道事業 林道乾徳山線 山梨市 （治山林道課）　この事業は、山梨市三富の下釜口地区から川浦地区における県有林の管
理・経営を効率的に行うため、森林基幹道を整備したものである。
　本事業により、森林整備が計画的・効率的に行われ、主伐や間伐による木
材の搬出も円滑に行われていることから、事業効果は大きいと判断される。
また、当該区間は、乾徳山への登山や西沢渓谷への観光のアクセス道として
利用されており、緊急時には避難路としても活用できることから、事業の目
的が達成されたと評価できる。

　この事業は、笛吹市八代町の御坂山地の北面に広がるぶどうやももを中心
とした果樹産地において、営農条件を改善し、営農の維持発展を図るための
農業生産基盤と、農村地域の生活環境を総合的に整備したものである。
　整備後は営農条件の改善により、農作物の生産性及び品質が向上した。ま
た、豊かな地域資源を活用した農村公園等の整備により、住民の憩いの場の
創出、地域の活性化など多くの効果が発現していることから、事業の目的が
達成されたと評価できる。

（耕地課）

畑地帯総合整備
事業

一宮北部 笛吹市 　この事業は、笛吹市一宮町の北東部に広がるぶどうやももを中心とした果
樹の栽培が盛んな地域において、営農条件を改善し、持続的な果樹産地の発
展を図るため、農業生産基盤を総合的に整備したものである。
　整備後は、区画整理により作業効率の良い農地が確保され、地区内の認定
農業者も増加し、地域営農の維持に貢献している。さらに、生産基盤の整備
に伴い農作物の高品質化が図られる等、効果が発現されており、地域の特色
を生かした農業振興が図られていると認められることから、事業の目的が達
成されたと評価できる。

（耕地課）

　この事業は、甲府盆地南部に位置する低平地の中央市大田和地区周辺にお
いて、地域の防災対策と農業の持続的な安定を図ることを目的に、幹線排水
路の改修と、東花輪川、清川の合流地点に排水機場を整備したものである。
　整備後は、台風や豪雨時における鎌田川への排水能力が向上し、農地及び
住宅への湛水被害が防止されるとともに、農業経営の安定が図られており、
事業の目的が達成されたと評価できる。

（耕地課）東花輪川Ⅱ期農政部 湛水防除事業

農政部 中山間地域総合
整備事業

八代 笛吹市

中央市
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所管 事業名
地区・
路線名

所在地 意見の内容 対応方針・対応状況

附帯意見（なし）

林政部
農政部
県土整備部

（事務局）
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